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１．地方分権改革の経緯（はじめに）

内
閣
府
地
方
分
権
改
革
推
進
室
の

職
員
が
、
研
修
資
料
も
交
え
な
が
ら

ご
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

2

地
方
分
権
や
提
案
募
集
方
式
。

難
し
そ
う
で

分
か
り
に
く
い
な
。

4

地
域
の
方
が
〇
〇
の

手
続
き
が
複
雑
で
大
変
と

い
う
事
な
の
で
、
簡
素
化
に

な
る
提
案
を
来
週
ま
で
に

考
え
て
み
て
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

皆
さ
ん
も
、
一
緒
に
学
ん
で
い

き
ま
し
ょ
う
。

最
初
に
、
地
方
分
権
改
革
の
経

緯
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

地方公共団体

1



国

地方

国 地方

国と地方の関係を上
下・主従関係から、
対等・協力関係に

（縦から横へ）

H5 ～

【第１次改革】

１．地方分権改革の経緯（第1次改革）

地
方
分
権
の
第
1
次
改
革
で
は
、
国
と
地
方
の

関
係
が
、
「
上
下
・
主
従
の
関
係
だ
っ
た
も
の
を
、

「
対
等
・
協
力
の
関
係
」
に
変
え
た
こ
と
が

ポ
イ
ン
ト
で
す
。

2

国と地方の関係を
上下・主従関係から
対等・協力関係に
（縦から横へ）



詳
し
く
は
次
か
ら
の

ペ
ー
ジ
を
参
照
く
だ
さ
い
。

国 地方

＜国主導による改革＞
個別法令の見直しで、地方の裁量・
決定権限を拡大
（地方に力を付与）

＜地方の発意に根ざした改革＞
提案募集方式の導入（H26～）により、
地方の発意で国の制度改革を推進
（地方が主役）

国 地方 地域住民
(住民サービス)

H26～

H18～

地方の提案により、豊かな住民生活につながる好循環

【第２次改革】

第
2
次
改
革
で
は
、
地
方
の
権
限
を
拡
大

し
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
Ｈ
２
６
年
か
ら
は

「
提
案
募
集
方
式
」
を
導
入
し
、
地
域
の

発
意
で
国
の
制
度
改
革
を
推
進
す
る

こ
と
に
移
行
し
た
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

１．地方分権改革の経緯（第2次改革）
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１．地方分権改革の経緯（参考①）
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１．地方分権改革の経緯（参考②）
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